
国民健康保険税の税率が変わります国民健康保険税の税率が変わります後期高齢者医療制度（75歳からの健康保険）の後期高齢者医療制度（75歳からの健康保険）の
保険料率が変わります保険料率が変わります

町民税務課　税務グループ（役場１階４番窓口）　☎３５－２１１１　内線１２５・１２６
保健福祉課　保健医療グループ（役場１階７番窓口）
☎３５－２１１１　内線１３６・１７３ または

山形県後期高齢者医療広域連合
☎0２３７-84-７１00

後期高齢者医療保険料試算とお問い合わせはこちら

国民健康保険に加入している皆さんへ後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

後期高齢者医療保険料のしくみ

所得に応じて均等割額を軽減します

　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者で国民健康保険税
を出し合ってお互いに助け合う制度です。
　大石田町では、国民健康保険加入者の方々に適正な税負担をいただくため、令和６年度からの国民健康
保険税等を下記のとおり変更します。

区分 医療保険分 後期高齢者支援分 介護納付金分 合計
所得割 ▲１．４０％ ＋０．４０％ ▲０．１０％ ▲１．１０％
均等割 ▲６，６００円 ＋１，１００円 ▲5００円 ▲６，０００円
平等割 ▲４，８００円 ＋８００円 ▲３００円 ▲４，３００円

　世帯の所得金額が次の基準以下の世帯については、「均等割」と「平等割」が軽減されます。このうち
５割と２割の所得基準が変更され、軽減される世帯が拡大されます。

※ａ…一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
※ｂ…国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者へ移行した者を含みます。

※１　年金収入１5３万円～２１１万円相当の方は、８．６８％（令和６年度のみ）
※２　昭和２４年３月３１日以前に生まれた方等は、７３万円（令和６年度のみ）

　国民健康保険税の年税額の上限　１０４万円（改正前）⇒１０６万円（改正後）

　７5歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費などの推計を基に、２年ごとに見直
しを行っています。令和６・７年度の保険料率は、現役世代の負担増を抑制するための制度改正の内容も
踏まえて見直しを行うこととなりました。なお、一定以下の所得の方などについては、激変緩和措置が講
じられます。
　改定される保険料率及び保険料の賦課限度額は、次のとおりです。

保険料は所得割額と均等割額の合計で個人ごとに計算されます。

所得割額（所得に応じて負担） 均等割額
（令和５年中の所得－４３万円）�
� ×９．4３％

（加入者が平等に負担）
� 4７，６00円

所得割額 ＋ ＝均等割額 年間保険料
（賦課限度額
　　年間８０万円）

令和４・５年度 令和６・７年度
所得割率

（所得に応じて負担） ８．８０％ ９．４３％※１

均等割額
（加入者が公平に負担） ４３，１００円 ４７，６００円

賦課限度額
（年間保険料の最高額） ６６万円 ８０万円※2

軽減割合 軽減後の金額
７割軽減 １４，２８０円
５割軽減 ２３，８００円
２割軽減 ３８，０８０円

１．新しい税率

２．所得の低い世帯への国民健康保険税軽減措置の対象が拡大されます

３．賦課限度額が引き上げられます

比較（改正前-改正後）

区　分
（対象者）

医療保険分
（国保に加入するすべての方）

後期高齢者支援分
（国保に加入するすべての方）

介護納付金分
（国保に加入する４０歳以上６5歳未満の方）

改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
所得割 所得に対して ７．７０％ ６．３０％ ２．5０％ ２．９０％ ２．２０％ ２．１０％
均等割 １人当たり ３２，０００円 ２５，４００円 １０，０００円 １１，１００円 １２，０００円 １１，５００円
平等割 １世帯当たり ２３，０００円 １８，２００円 ７，０００円 ７，８００円 ６，０００円 ５，７００円

課税限度額 ６5０，０００円 ６５０，０００円 ２２０，０００円 ２４０，０００円 １７０，０００円 １７０，０００円

　同一世帯内の総所得金額などが一定の金額以下の場合は、均等割
額が軽減されます。軽減された均等割額は右の表のとおりです。
　なお、同一世帯内に未申告者がいる場合は、判定できないため、
軽減されません。

世帯主・被保険者・後期高齢者医療制度移行者の合計所得（令和５年中） 均等割・平等割の
軽減割合

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数※ａ－１） ７割軽減
４３万円＋（２９万５千円×被保険者数※ｂ）＋１０万円×（給与所得者等の数※ａ－１）
　　　　　※２９万円（改正前）⇒２９万５千円（改正後） ５割軽減

４３万円＋（５４万５千円×被保険者数※ｂ）＋１０万円×（給与所得者等の数※ａ－１）
　　　　　※5３万５千円（改正前）⇒5４万５千円（改正後） ２割軽減
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